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第 11 回（令和７年９月）宮津市教育委員会定例会会議録 

 

日 時   令和７年９月 26 日（金）午前９時 00 分～ 

場 所   宮津市福祉・教育総合プラザ応接会議室 

 出席者   山本雅弘 伊藤正 田崎浩二 尾﨑里花子 藤井陽子 

 事務局   永濱教育次長 河合学校教育課長 吉岡社会教育課長 河森文化財保護担当課長 

 大見総括指導主事 森本学校教育課参事 細見（晋）指導主事 細見（剛）指導 

 主事 小牧学校教育係長 

 （傍聴者なし） 

１ 開 会 

２ 前回会議録の承認 

３ 会議録署名委員の指名  

４ 会期の決定 

５ 教育長報告 

６ 議 事 

  議第 24 号 旧三上家住宅保存活用計画策定検討委員会設置要綱の制定について 

７ その他 

(1) 10 月の主な日程（教育委員会関係分）について 

８ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－開会： 9:00－ 

 

 

山本教育長  只今から、令和７年第 11 回宮津市教育委員会定例会を開会し、た

だちに本日の会議を開きます。 

 

それでは、次第に沿って会議を進行します。 

■次第２「前回会議録の承認」  

 各委員よろしければ、田崎委員と伊藤教育長職務代理者にお世

話になります。 

■次第３「会議録署名委員の指名」  

 会議規則第 18 条第 2 項の規定により、教育長において伊藤教育

長職務代理者と藤井委員を指名しますので、よろしくお願いしま

す。 

■次第４「会期の決定｣ 

本日の定例会の会期は、１日としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 
出席委員  

 

 異議なし 

 
山本教育長  

 

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日 1 日間と決定いたし

ます。 

 
山本教育長  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■次第５「教育長報告」 

【報告事項】 

 ○田崎委員におかれましては、2 期 8 年の任期が 9 月 30 日で満了

となり、退任されることとなりました。定例会は本日が最後とい

うことになります。大変お疲れ様でした。ありがとうございまし

た。 

 ○江陽中学校の教諭の事案については、3 回目の逮捕となっていま

す。他の地域や他府県でも教員が関わる事件が報道されており、

気を引き締めていかなければならないと思っています。 

１ 市立幼稚園、小中学校の状況について 

 ○2 学期のスタートから 1 か月が経ち、万博体験も残すところ 10 月

8 日の栗田中学校のみとなりました。子ども達の感想も聞いてい

きたいと思っています。 

 

２ 熱中症警戒アラートへの対応について 

○アラート発令日、宮津市は休校にしなかったが、宮津中学校で熱

中症の疑い事案があり、該当生徒の保護者からご意見をいただき

ました。判断は正しかったと思っていますが、学校での対応もし

っかりと確認しなければいけなかったと思っています。 

○熱中症対策として、宮津小学校区で、徒歩 2 ㎞以上の児童の下校

時のスクールバス運行を試行的に行っています。 

 

３ その他 

 ○10/29 近畿市町村教育委員会研修大会（オンライン参加予定） 

 ○11/10 丹後地方教育委員会連合会視察研修 

 ○11/19 丹後地方教育委員会連合会委員等研修 



 
 
 
 
 
尾﨑委員  
 
 
 
 
 
山本教育長  
 
 
 
河森文化財保護担当課

長  
 
 
 
 
 
 
 
 
山本教育長  
 
 
山本教育長  
 
 
 
出席委員  
 
山本教育長  
 

 ○11/17 京都府市町村教育委員会連合会研修 

  研修等が続きますが、出席をお願いします。 

 

 それでは、委員の皆様から報告等がありましたらお願いします。 

 

9/11 宮津中学校の体育祭に出席しました。まだ、暑さの残る日でし

たが、生徒は元気に取り組んでいました。生徒は、最後まで大きな声

で応援し、保護者参加も含めて、大変盛り上がっていました。最後ま

で頑張れていて良かったと思いました。 

 

■６議事 

 それでは、議事に移ります。 

議第 24 号「旧三上家住宅保存活用計画策定検討委員会設置要綱の

制定について」事務局から説明をお願いします。 

 

 宮津市教育委員会基本規則第 16 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、

委員会の議決を求めるものです。 

 重要文化財旧三上家住宅の保存活用計画を、2 年間、国庫補助金を

活用して策定するもので、外部の学識経験者 4 名と地元で文化財の保

存・活用に関わる委員 2 名を委嘱する予定としています。  
 具体的には、旧三上家住宅の今後の整備に向けて、保存と活用の方

針を定めるもので、年 2 回の委員会の開催を予定しております。  
 以上、簡単ではございますが、私からの説明とさせていただきます。 

ご承認、賜りますようお願いいたします。 

 

ただ今、事務局から説明に関して、質問等がありましたらお願いし

ます。 

 

特にないようでしたら、議第 24 号「旧三上家住宅保存活用計画策

定検討委員会設置要綱の制定について」は承認することとして、御異

議ございませんか。 

 

 異議なし 

 

 議第 24 号「旧三上家住宅保存活用計画策定検討委員会設置要綱の

制定について」は提案どおり承認されました。 

 

■７その他 

 ◆次回教育委員会日程  

○定例会 10 月 28 日（火）午前９時～ 

 

他になければ、第 11 回宮津市教育委員会定例会を閉会します。 

ありがとうございました。 

 

  

  

－閉会： 9：35－  


